
令和２年度一般会計予算に係る地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当先について

１．地方消費税交付金予算額

２．地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

その他
うち交付金
充当額

千円 千円 千円

94,932 860,158 181,264

社
会
保
険

1,049,604 221,187

保
健
衛
生

225,013 47,418

94,932 2,134,775 449,869合　　　計 4,632,864 2,403,157

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する経費（事務費や職員の人件費を除

いたもの）のうち一般財源の比率に応じて按分し充当しています。

国民健康保険事業(繰出金)
介護保険事業(繰出金)
後期高齢者医療事業(繰出金)

1,286,503 236,899

疾病予防対策事業
母子保健事業
健康増進(がん検診)事業など

234,301 9,288

社
会
・
児
童
福
祉

社会福祉事業
障がい者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
母子福祉事業など

千円 千円

3,112,060 2,156,970

　社会保障財源化分４４９，８６９千円を社会保障施策関係経費の一般財源２，１３４，７７５千円

に充当します。

事　　業　　名
2年度
予算額

財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金

千円 千円 千円

824,759 374,890 449,869

　平成２６年４月１日から施行された消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、増収となった

地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとさ

れています。

　令和２年度苅田町一般会計における社会保障施策関係経費への充当状況については、下記のと

おりです。

総　　額 従  来  分
増収（社会保障
財源化）分


